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★春を呼ぶモルック交流会
・開 催 日
・時 間
・会 場
・講 師

・定 員

・募集期間

令和６年度 由利本荘市大内地域《後期》

★ひなめぐりツアーin酒田
・開 催 日
・時 間
・行 き 先

・定 員

・参 加 費

・募集期間

大内公民館へ（平日９時～１７時）電話でお申し込みください。

生涯学習教室受講生募集のご案内

◎行政相談所開設のお知らせ

今月は次の日程で会場を設けて相談を受け付けます。相談は無料で秘密は厳守されます。

行政相談委員 東海林 一郎 さん （小増沢）

日 時 ２月２２日（土）午前９時３０分～１１時３０分

場 所 大内総合支所 相談室２（日直窓口隣）

【問い合わせ先】市民サービス課市民福祉班 電話６５－２８０６

・マスク着用をお願いします
・相談時間１５分程度となります

１月１５日号の支所だよりにてお知らせしておりました、大内スノーフェスティバルの日程が
変更となりました。
○期 日 ２月２日（日）８：００～ →２月１１日（火）建国記念の日 ８：００～
○申込み １月２７日（月）まで →２月３日（月）まで

【問い合わせ先】産業建設課 電話６５－２８０９

出張行政サービス「移動市役所」訪問日程（2月）

日にち 時 間 場 所

2月 ６日
（木）

10：30～11：30 滝集会施設（滝）

13：30～14：30 どまらんど大内（葛岡）

2月 7日
（金）

9：30～11：30 Aコープおおうち店（大内三川）

13：30～14：30 高尾地区コミュニティセンター（高尾）

2月14日
（金）

10：30～11：30 立寄研修センター（立寄）

13：30～14：30 軽井沢生活改善センター（軽井沢）

証明書の現地発行や各種申請の受け付け、行政相談などの担当部署への引き継ぎを行います。
【問い合わせ先】〇市民課 電話27-1794 〇移動市役所携帯 080-8222-0026

【申込み・問い合わせ先】大内公民館 電話６５－２２１０

２月１３日（木）
９時３０分～正午
どまらんど大内
東海林幸一氏
（スポーツ推進委員）
１５名程度
（町内会単位の申込みもOK）

２月３日（月）
～２月１０日（月）

３月１４日（金）
９時～１６時
山形県酒田市
（２～３ヵ所の施設見学予定）
１５名程度
※１０人に満たない場合は
開催できない場合あり。

３，０００円前後
（入館料、昼食代）
２月３日（月）
～２月２５日（火）

総合支所だより



○申告に当たっての注意事項

・事業所得を申告する際は、帳簿も必ず提示してください。

帳簿とは、正しい所得金額と税額を計算して申告できるように、取引年月日、取引先、収支の金額

内容等を記載し、日々の事業の取引を記録したものです。収支計算書や収支内訳書は、上記取引

年月日等が記載されていないため、帳簿としては認められません。

・医療費控除を申告する際は、「医療費控除の明細書」を提出してください。

医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。指定の用紙以外

では受付ができません。様式は国税庁ホームページからダウンロードできます。

また、総合支所や各出張所にも備え付けておりますのでご活用ください。

確認のため、領収証のほか医療保険者から交付された「医療費通知」等をご持参ください。

領収証の金額を使用する場合、医療費の明細書には「個人ごと」に記載してください。

※申告相談会場では、明細書の代行作成はできません。必ず作成してきてください。

【問い合わせ先】市民サービス課振興班 電話 ６５－２2１４

●２月１３日（木）から申告相談が始まります

申告相談時は、大変混み合い、かなりの待ち時間を要します。帳簿・書類の整理や事業の収支計算

などをしていないと時間がかかり、他の相談者の迷惑になることから、整理されていない、または、

不完全と判断された場合は、申告相談の受け付けができない場合があります。


